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研究成果の概要：本研究は、施設内虐待としての児童間暴力に関して、実態調査を行い、その

解決策として安全委員会方式を実践し、安心・安全が確保された児童らの成長のエネルギーを

「居場所」活動やグループ討論で多面的な発達支援することにある。 
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１．研究開始当初の背景 

2010 年までの国際連合の「世界の子ども
たちに平和と非暴力の文化を実現する国際
年」に照らす時、この 15 年のわが国の児童
虐待の相談対応件数の伸びはまるで逆方向
に進んでいるかのようである。こうした背景
をもつ児童が入所する全国の児童養護施設
には、被虐待児が増え、各種の障がいを示す
児童の割合が増えている。 

これまで施設内の暴力と言えば、もっぱら
職員から児童への暴力が問題化されてきた
し、これが大きな問題であることには現在も
変わりない。ところが施設内の暴力問題には、
しばしば入所児童間の間でも生じており、児
童から職員への暴力が発生していることも

ある。こうした事件の中には、乳児院から生
活してきた、特に障がいもない児童も加害児
になっていることがあることから、施設外の
虐待的背景が主な原因になっているとは判
断し難い。むしろ、わが国の児童養護施設が
欧米にはない形の多人数の集団生活という
形態をとっていることや現在の職員配置基
準が大きな理由となっていると考えられ、こ
の環境にふさわしい工夫が必要とされよう。 

また暴力事件がおこった施設では、加害児
になった児童と担当職員との間に不信感が
芽生え、暴力事件が生じた時の担当職員とそ
の他の職員との間に不信感が芽生え、さらに
はこうした問題を孕んだ施設と児童相談所
との間に不信感が芽生えるということもあ
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った。このために、見過ごせないほどの大き
な事件でない限り、報告が上に上がらないと
いう現象が生じ、露顕した時には大事件にな
っており、退所以外には方法がない、という
ところに追い込まれる悪循環が生じること
があったので、この問題を扱う際には施設内
部のみならず、常日頃から外部との風通しを
良くし、施設も、施設職員も児童も孤立化し
ない「仕組み」が必要とされた。 

 これまで、臨床心理学では、主に個人心理
療法を深め、過去に形成されたトラウマの扱
いを専らとすることが多かったが、これに対
して筆者は「悩み方」と「体験様式」に主眼
を置きつつも、内面探求型アプローチをとっ
てきた。また、学生相談の経験から、「ネッ
トワーキング」や「居場所づくり」を主眼に
置いたネットワーク活用型アプローチも採
用してきた。ところが、日本の児童養護施設
においては、いくらカウンセリング・ルーム
や居場所が確保されても、その外に広がる施
設の日常生活場面での安心・安全が保障され
なければ、こうした個人心理療法の効果も危
うくなってしまう。個人心理療法が十全に生
かされるためにも、むしろその「仕組みづく
り」が必要なのである。 

 

２．研究の目的 

 以上の背景をまとめれば、ポイントは以下
のように絞られるであろう。 

① 施設内暴力には、職員から児童への暴力、
児童間暴力、児童から職員への暴力、の
３種類があり、これらには露顕したもの
以外に、潜在化したものもあるので、２
レベル３種類の暴力を包括的に扱うアプ
ローチが必要となっている。 

② こうした暴力事件の加害児には、乳児院
からの入所しており、特に障がいの兆候
を示していない児童も含まれていること
から、施設入所以前の被虐待体験がこれ
らの暴力を引き起こしているとは考え難
い。むしろ、集団で生活しているという
ことおよび職員配置基準の低さから生じ
ていることが主たる理由と考えられ、こ
うした環境を前提としたアプローチが必
要となる。 

③ 暴力事件が発生した施設では、児童と担
当職員の間、担当職員と他の職員の間、
施設と児童相談所の間に不信感が芽生え
ることがあるので、常日頃から問題を施
設内のみで抱え込まず、児童相談所や学
校教職員らとのネットワークで施設全体
を支援するアプローチが必要となる。 

④ こうした背景をもったわが国の児童養護
施設においては、個人の過去のトラウマ
等を扱う個人療法は、カウンセリング・
ルームの外に広がる日常生活場面での安
心・安全を保障されてこそ十全に力を発

揮する。このため、「内面探求型」「ネッ
トワーク活用型」のアプローチをさらに
支援する「システム形成型」アプローチ
が必要とされる。 

 こうした研究背景に照らし、本研究では、
こうした４つのニーズを満たすやり一つの
方法として、安全委員会方式を考案し、その
実践の効果を研究することを目的とする。以
下、具体的な研究内容を４つに分けて説明す
る。 

 

３．研究の方法 

 【研究１】上述の研究目的①に述べたよう
に、施設内の暴力には、職員の眼に届かない
潜在的な次元で生じている事件もある。こう
した事件は、日常生活の場面で訊いても、周
囲の児童らの眼があり、職員に報告できない
環境にあることも多い。 
このため、定期的に職員が児童らと個別に

なって聞き取りを行い、①自分が暴力を振る
われた体験、②自分が暴力をふるった体験、
③誰かが暴力を振るわれている場面を見聞
きした体験について質問した他、身心での影
響の深度を見立てるために、④睡眠の状況や
夢の報告、さらに成長のエネルギーが出てき
たサインをつかむ余地を残して、⑤その他に
言いたいこと等に焦点をあてて、潜在的な暴
力が言いやすい方法を採用した。 
 
 【研究２】この聞き取り調査に基づき、安
全委員会を立ち上げた。ここでは研究目的①
に述べたように、職員からの暴力や、職員へ
の暴力も包括的に扱えるよう配慮しつつ、現
在のわが国の大舎制と職員配置基準でも行
え、研究目的③で書いたような外部との風通
しのよいシステムを考案した。 
具体的な安全委員会方式の要件とは、①力

関係に差がある「身体への暴力」を対象とす
る。②安全委員会には、児童相談所と学校の
教職員に参加してもらう。③外部委員が委員
長または副委員長を務める。④定期的に聞き
取り調査と委員会を開催し、対応を協議し実
行する。⑤事件が起こったら緊急安全委員会
を開催する。⑥４つの対応ステップ（「厳重
注意」「特別指導」「一時保護（の要請）」「退
所（の要請）」）をとり、児童・職員全員に周
知し、その一貫性を保つ。⑦原則として、暴
力事件の結果の概要を入所児童に周知する
ことで安全委員会の透明性も保つ。⑧暴力に
代わる行動の学習を援助し、「成長のエネル
ギー」を引き出す、などである。 
 
 【研究３】暴力が抑止された後には、一時
的にそこに向かっていたエネルギー、またそ
の怯えから解放されたエネルギーが出てく
ることが予想されたため、ここにネットワー
ク活用型アプローチの一方式として「居場所



 

 

づくり」の実践をいかし、施設内に出てきた
成長のエネルギーに安心・安全できる居場所
を確保した。 
 
 【研究４】こうして成長のエネルギーがた
まってきたところを見計らい、「グループ討
論」の場を設け、子どもたちが自分たちの施
設環境に対して、（入所以前のように一方的
に虐待・放置される環境でもなく、入所後の
ように至れり尽くせりで保護される環境で
もなく）主体的な言語化と交渉の能力が培わ
れる場を設定した。 
 
４．研究成果 
 【研究１】では、自分が加害者や被害者に
なった直接的な話以外に、見聞きした話で、
職員達が目にとめていなかった事件がかな
り上がってくることがあった。これには、２
人での対面状況でもすぐに自らの事は言い
難いという心理的抵抗があったことも推測
されることもあった。 
また、睡眠状況や夜尿などが報告されるこ

とがあり、これは暴力を振るわれているが、
言いだせなかったり、直接暴力は振るわれて
いないがその不安を感じている可能性があ
る一つの指標として、注意された。 
 さらに、安定した施設では、児童らが自発
的に自らが頑張った点や、他児が頑張った点
などを報告することが生じ始めた。 
 
【研究２】では、安全委員会が発足したこと
自体が当初は暴力の抑止になったが、発足後
１月程度の期間をおいて、暴力事件がおこる
というパターンが観察された。ここには、施
設入所児の暴力が潜在化する一つの理由が
あり、上述したように加害児には乳児院から
生活してきた健常児も含まれるので、彼らは
しばらく「様子見」をすることが観察された。 
このため、肝心なのは、立ち上げてから最

初の３ヶ月程度であり、この間の暴力事件に
一貫性と透明性をもって取り組むと、安全委
員会が実際に児童らの安心・安全のために機
能することを知ることになる。こうして、加
害児は暴力を振るわなくなり、施設内の、特
に年尐児童らに顕著な「はじけ」行動が出て
くる。つまり、この安全委員会活動は、予防
であると同時に、生じた暴力事件を学習のチ
ャンスに生かす効果があることが了解され
よう。 
では、どのような仕組みから、こうした効

果が生まれるのかを、ここでは「厳重注意」
の事例で紹介しておこう。 
事件が報告された児童について、安全委員

会全体で、これまでの経緯、その時の状況、
加害児の態度、被害児との関係について詳細
に検討され、加害児にとってどのようにする
のが当該児童の成長につながるのか、検討が

行われる。 
 事件が「厳重注意」に相当すると審議が決
まると、担当職員は当該児童と共に、安全委
員会の前に来て、「何が悪かったのか」「どう
すれば良かったのか」「これからどうすれば
良いのか」など、言語化することを促される
が、これには担当職員からそうした言語化が
可能なように支援してもらい、当該の場面で
口ごもったりした場合には、加害児の代弁を
して言語化を支援してもらえるよう話をし
ておく。 
 こうすることで、まず安全委員会には児童
相談所の職員や学校の教職員が入っている
ため、施設と児童相談所との不信感は生じず、
また全員が事前に一緒に審議しているため、
担当職員の孤立感は低減され、さらに当該児
童と担当職員との関係が、安全委員会との対
照的な関係で、むしろ親密性を増すようにデ
ザインされている。つまり、児童にとっては
外部の安全委員会が歯止め役となって、暴力
を振るったことについての言い訳は通じさ
せないようにし、施設職員は日常生活を共に
し、フォロー役の側に回ってもらうようにし
た訳である。 
 このような環境の下で、加害児には学習の
チャンスが提供される。既に安全委員会の立
ち上げの際に、最悪の場合には「退所（の要
請）」があることは周知しており、言い訳の
通用しない外部の安全委員会の前に出て言
語化を促され、また担当職員からは支援的に
代弁されることで、このまま暴力を振い続け
てこうしたことを繰り返すのか、それとも暴
力は振るってはならないことを学習して言
葉で解決しようとするのか、大きな成長のき
っかけが与えられるのである。 
 この安全委員会活動は 2006 年当初１県１
施設だけであったが、この施設には年間を通
して集中して入ったことで、施設職員にとっ
て週末や長期休暇がもっとも手薄になり易
いこと、新たに兄弟姉妹が入ってきたときに、
温度差が生じるため新規入所の最初のオリ
エンテーションが重要になること、学年が変
わると上級生が抜け、下級生がボスにのし上
がろうとするパターンがあるため、学年末か
ら年始の数か月が肝心であることなどが分
かり、2008 年末には７県 14 施設にまで広が
ったが基本的な要件には変更点なく活動成
果が上がることが確認された。 
最初の施設では、立ち上げた 2006 年度に

は安全委員会の審議に乗せられた件数は８
件あったが、うち「厳重注意」になったもの
は３件にとどまり、2007 年度には４件の報告
が上がったが、いずれも「厳重注意」にさえ
なるものではなかった。当該の施設では、な
によりも施設職員の手がかかる夏休みなど
の長期休暇にこれらの事件が１件も起こら
なかったことを何より助かったこととして



 

 

あげていた。こうした活動の全体は、静岡県
立吉原林間学園が当時の全施設にアンケー
トを配り、その効果について確認した結果も
出ている。現在に至るまで「退所」は１名の
みであり、当該の児童については濃やかで一
貫した生活環境が必要であったため、里親委
託へと切り替え、フォローをしてきている。
これは残念な結果に思われたが、その後、元
加害児が暴力を振るわずに施設に居続ける
ことには相当な忍耐が必要であることが分
かり、逆に新たな環境で新たなスタートを切
った方が良いケースがあることも学ぶこと
となった。 
ここではこうした活動の中で観察された、

その典型的な成果を紹介しよう。 
① 加害児に過去の被害体験の言語化が行わ

れる。 
② 夜尿などが減る。 
③ 就寝時に職員に添い寝を求める行動が増

える。 
④ 年尐児童らがはじける。 
⑤ 施設に友人を連れてくる。 
⑥ 元加害児が新たな暴力を振うことに抵抗

を見せたり、振るったあとにまずそうな
表情を見せる。 

ここで①や⑥が加害児の脱暴力化への学
習になっており、②から⑤がそれまで出てこ
なかった（潜在的）被害児の職員・施設への
安心・安全が確保されたことによる愛着の現
れであることは容易に見て取れよう。 
ところがこのままだと、年尐児がはじけす

ぎて年長の元加害児のストレスが一時的に
高まることがある。彼らの中には暴力を振る
われることを怯えていただけで、特に心理的
な問題を抱えてない児童や、尐なくともそれ
を自覚していない児童も多い。そこで、個人
心理療法と並行するものとして、施設全体の
成長のエネルギーの受け皿として、「居場所」
活動が活きてくる。 
 
【研究３】では、施設内の一区画に、「癒

しの間」として、板の間にカーペットを敷き、
カーテンで仕切るなどして「居場所」を創り、
そこにテレビ、ゲーム、漫画などをおき、施
設職員にモニタリングしてもらう活動を行
った。 
こうした活動は、児童らの間に楽しみを共

有させ、競合を起こりにくくしていたが、限
られたリソース（テレビや漫画を見る順序な
ど）を巡る最小限の競合は生じるので、そこ
は職員と一緒に考えることで、競合を暴力的
な解決に向かわせずに済む学習のチャンス
の場とした。 
こうすることで、それまで加害児と被害児

との間で一つの空間で協力することを学ん
で行き、彼らの間で、それまでは考えられな
かった体験（一緒に絵本を作るなど）も観察

された。 
 
【研究４】では、成長のエネルギーをさら

に発達に向ける支援として、「子ども会議」
を定期的に開催し、「グループディスカッシ
ョン」をする場を設けた。 
これまで入所児童は入所前には被虐待や

放置といった一方的な受動的環境にあり、入
所以降は衣食住は施設が保証するという一
方的な能動的環境にあることから、この両極
の間で主体的に世界（大人）に働きかけ、そ
の結果が戻ってくるといった手応えが希薄
な児童が多く観察され、彼らに主体的な言語
化と交渉力を発達支援する工夫である。 
この活動では、当初、発言する者は発言す

るが、全体としては発言が出にくかったり、
あるいは発想が突飛ですぐには実現しかね
るような発言も多く見られたが、これにも職
員がモニタリングしながら関わってもらう
ことで、徐々に現実的なものへと一緒に作り
上げて行くようになってゆくことが観察さ
れた。 
 
【知恵の集積と本研究への誤解】本実践研究
から分かってきたことは上述したことばか
りに止まらない。緊急対応の仕方から、事件
後の報告の仕方まで各種の知恵が集積され
つつある。だが他方で本方式が普及するにつ
れ、本方式に関する批判も出てきた。相互批
判を通じて学問が切磋琢磨することは必要
な過程であり、基本的には歓迎である。だが、
誤解に基づく批判もあった。 
 たとえば、安全委員会方式を「スリーノッ
クダウン方式」と呼び、３回事件を起こした
ら退所となると述べている例がある。これは
３回の暴力事件と４つのステップが一対一
対応しているとの完全な思い込みから来て
いる誤解で、これまで安全委員会を運営して
いる施設で、暴力事件が起こる度にその児童
へのステップが自動的に上がったという事
実は一件もない。 
 
【おわりに】 われわれの取り組みが 2006
年末の西日本児童養護施設職員セミナーで
公にされるまで、こうした事件があることは
一部で知られていたが、この領域での共通の
重要な取り組み課題とはなっていなかった。 
この実践研究活動で何よりも強調されねば
ならないのは、こうした問題が現に児童養護
施設に発生し得、そうであればこそ共通の課
題として取り組まねばならないと問題提起
し、その具体的な取り組みを提案し、複数の
施設でその実践の成果を示したことで、施設
内虐待・暴力問題への取り組みに突破口を開
いたということである。 
またこの安全委員会方式は、あらゆる成長

促進的関わりの土台を創るものであり、児童



 

 

養護施設でのあらゆる成長促進的活動がよ
り効果的になることに役立つものである。し
たがって、個人心理療法でトラウマや愛着を
扱うことも、ＳＳＴ（ソーシャルスキル・ト
レーニング）を行うことも、この方式と相互
に排他的になるものではない。 
安全委員会方式はその一つの「仕組みづく

り」の提案であり、上述のように幸いにして
施設の現場から評価も受け、この方式を導入
する施設はますます増えていく傾向がある。
しかし、私たちはこの方法に固執して、広げ
ること自体を目的としている訳ではない。他
の方式に基づいた優れた方式があれば、それ
を学びあうことが重要であるとも考えてい
る。学問はそのようにして発展してゆくもの
であろう。 
2009 年４月から児童福祉法が改正され、こ

の問題が制度的にも無視できなくなった。こ
うした相互の学び合いから、３万人を超える
現在の児童養護施設の子どもたちに、一刻も
早く、「安心・安全」が実現することを願っ
ている。 
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